
平
成
十
八
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

二

〇

四

号

タ
ク
シ
ー
の
全
面
禁
煙
化
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

小

宮

山

洋

子
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タ
ク
シ
ー
の
全
面
禁
煙
化
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

前
回
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
付
答
弁
第
一
五
一
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
「
タ
ク
シ
ー
の
禁
煙
化
は
各

事
業
者
に
お
い
て
自
主
的
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
で
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
標
準
運
送
約
款
を
改
正
し
て
導
入
し

や
す
く
し
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
は
、
受
動
喫
煙
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
た
め
、
公
共
的
な
場

所
に
お
け
る
積
極
的
な
取
り
組
み
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
た
ば
こ
規
制
枠
組
条
約
」
を
批
准
し
、
健
康
増
進
法
第
二
十
五

条
に
お
い
て
、
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
の
管
理
者
は
、
受
動
喫
煙
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

そ
し
て
厚
生
労
働
省
は
、
タ
ク
シ
ー
も
そ
の
規
定
の
適
用
対
象
に
な
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
運
送
利
用
者

の
保
護
を
目
的
と
す
る
道
路
運
送
法
や
、
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
と
健
康
を
確
保
し
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
労
働
安
全
衛
生
法
等
に
よ
っ
て
、
タ
ク
シ
ー
の
乗
客
と
乗
務
員
双
方
の
保
護
を
定
め
た
法
律
も
存

在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
政
府
は
、
早
急
に
タ
ク
シ
ー
の
全
面
禁
煙
化
問
題
に
取
り
組
み
、
事
業
者
の
自
主
的
な
解
決
に
期

待
す
る
の
で
は
な
く
、
率
先
し
て
援
助
す
べ
き
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
再
質
問
す
る
。

一



一

政
府
は
、
全
国
の
タ
ク
シ
ー
が
全
面
禁
煙
化
す
る
こ
と
を
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え
る
の
か
。

二

現
在
、
禁
煙
タ
ク
シ
ー
の
導
入
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
の
法
人
事
業
者
約
九
千
社
と

個
人
事
業
者
約
四
万
五
千
人
が
意
見
を
統
一
し
て
禁
煙
化
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業

者
に
対
し
て
全
面
禁
煙
化
の
助
言
・
指
導
を
な
す
べ
き
と
考
え
る
が
見
解
を
問
う
。

三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
標
準
運
送
約
款
を
改
正
し
、
タ
ク
シ
ー
内
の
禁
煙
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
か
ら
十
八

年
経
過
し
た
平
成
十
八
年
三
月
末
現
在
、
全
国
の
禁
煙
車
両
率
は
わ
ず
か
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
現
実
を
、
政
府
は
是

認
す
る
の
か
。

四

旅
客
が
現
在
す
る
車
内
に
お
い
て
乗
務
員
が
喫
煙
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
第
四
十

九
条
第
二
項
第
三
号
は
、
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
を
図
る
観
点
か
ら
規
定
し
て
い
る
と
前
回
答
弁
し
て
い
る
。
で
は

「
旅
客
の
利
便
を
図
る
観
点
」
に
「
乗
務
員
の
車
内
喫
煙
に
よ
る
旅
客
の
受
動
喫
煙
被
害
の
防
止
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の

か
。

五

禁
煙
車
と
非
禁
煙
車
の
混
在
す
る
現
状
は
、
車
内
で
喫
煙
す
る
利
用
者
が
非
禁
煙
車
を
選
ん
で
利
用
す
る
こ
と
か
ら
、
禁

煙
車
両
が
増
え
る
ご
と
に
非
禁
煙
車
乗
務
員
の
受
動
喫
煙
被
害
が
増
す
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
も
早
急
な
る

二



一
律
の
全
面
禁
煙
化
が
必
要
と
考
え
る
が
見
解
を
問
う
。

六

タ
ク
シ
ー
禁
煙
化
訴
訟
の
判
決
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
東
京
地
裁
）
の
時
点
に
お
い
て
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
標
準
運
送
約
款
が
、
既
に
改
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
裁
判
所
は
承
知
の
上
で
、
な
お
か
つ
「
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の

自
主
性
に
任
せ
ず
、
国
に
よ
る
適
切
な
対
応
が
期
待
さ
れ
る
」
と
判
決
で
指
摘
し
た
が
、
い
ま
だ
に
な
ん
ら
適
切
な
対
応
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
政
府
は
今
後
ど
の
よ
う
な
対
応
を
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


